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パーソナルデータの利活⽤に関する制度改正に係る
法律案の⾻⼦（案）

2014年 12⽉19⽇
内閣官房ＩＴ総合戦略室

パーソナルデータ関連制度担当室

参考





2１．個⼈情報の定義の拡充

⽣存する個⼈に関する情報であって、次のいずれかに該当する⽂字、番号、記号その他の符
号のうち政令で定めるものが含まれるものを個⼈情報として新たに位置付けるものとする。

(1) 特定の個⼈の⾝体の⼀部の特徴を電⼦計算機の⽤に供するために変換した符号であっ
て、当該個⼈を識別することができるもの（例：指紋データ及び顔認識データ）

(2) 個⼈に提供される役務の利⽤若しくは個⼈に販売される商品の購⼊に関し割り当てられ、
⼜は個⼈に発⾏される書類に付される符号であって、その利⽤者若しくは購⼊者⼜は発⾏
を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、⼜は付されるもの（例：携帯電話番
号、旅券番号及び運転免許証番号）

※現⾏法の定義：「個⼈情報」とは、⽣存する個⼈に関する情報であって、当該情報に含まれる⽒名、⽣
年⽉⽇その他の記述等により特定の個⼈を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することが
でき、それにより特定の個⼈を識別することができることとなるものを含む。）をいう。
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⽣存する個⼈に関する情報であって、当該情報に含まれる⽒名、⽣年⽉⽇その
他の記述等により特定の個⼈を識別することができるもの

他の情報と容易に照合することがで
き、それにより特定の個⼈を識別す
ることができることとなるもの

１．個⼈情報の定義の拡充

(1) 特定の個⼈の⾝体の
⼀部の特徴を電⼦計算
機のために変換した符号

(1) 特定の個⼈の⾝体の
⼀部の特徴を電⼦計算
機のために変換した符号

(2) 対象者ごとに異なるものとなる
ように役務の利⽤、商品の購⼊⼜
は書類に付される符号

(2) 対象者ごとに異なるものとなる
ように役務の利⽤、商品の購⼊⼜
は書類に付される符号

個⼈情報データベース等

個⼈データ

個⼈情報データベース等

個⼈データ －－ ○

Ｓｋｈ あｓ
ふぁ

個⼈情報を体系的に構成

個⼈情報データベースを構成する個⼈情報

保有個⼈データ保有個⼈データ

個⼈情報の定義

個⼈データのうち、開⽰等
の権限を有し、政令で定め
る期間以上保管するもの

⽒名

個⼈情報と
紐づく移動履歴

個⼈情報と
紐づく購買履歴

住所

⽣年⽉⽇

個⼈情報

－－ ○

Ｓｋｈ あｓ
ふぁ

指紋
データ

顔認識
データ

旅券
番号

免許証
番号

携帯電話
番号

事業者

体系的に構成

保管

次のいずれかに該当する⽂字、番号、記号その他の
符号のうち政令で定めるものが含まれるもの

（個⼈情報であることを明確化）
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２．適切な規律の下で個⼈情報等の有⽤性を確保するための規定の整備①

(1) 匿名加⼯情報（仮称）に関する規定の整備
(ｱ) 第三者に提供するために匿名加⼯情報を作成するときは、４の個⼈情報保護委員会に

届け出た上で、個⼈情報保護委員会規則で定める基準に従い、個⼈情報から特定の個⼈
を識別することができる記述等の削除（他の記述等に置き換えることを含む。）をするなど、
当該個⼈情報を復元することができないようにその加⼯をしなければならないこととする。また、
匿名加⼯情報を作成した者は、削除をした記述等及び加⼯の⽅法に関する情報の漏えいを
防⽌するために必要かつ適切な措置を講じなければならないこととする。

(ｲ) (ｱ)により匿名加⼯情報を作成した者が当該匿名加⼯情報を第三者に提供する場合には、
第三者提供をする旨を公表し、提供先に匿名加⼯情報であることを明⽰しなければならない
こととする。

(ｳ) (ｲ)により取得した匿名加⼯情報を事業の⽤に供する者は、当該匿名加⼯情報の作成に
⽤いられた個⼈情報に係る本⼈を識別するために、(ｱ)の削除をした記述等及び加⼯の⽅法
に関する情報を取得し、⼜は当該匿名加⼯情報を他の情報と照合してはならないこととする
（(ｴ)により取得した匿名加⼯情報を事業の⽤に供する場合も同様とする）。

(ｴ) (ｲ)により取得した匿名加⼯情報を第三者に提供する場合には、第三者提供をする旨を
公表し、提供先に匿名加⼯情報であることを明⽰しなければならないこととする（この(ｴ)によ
り取得した匿名加⼯情報を第三者に提供する場合も同様とする）。
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２．適切な規律の下で個⼈情報等の有⽤性を確保するための規定の整備①

本⼈

個⼈情報個⼈情報

匿名加⼯情報

匿名加⼯情報

個⼈情報保護委員会

(ｱ)匿名加⼯
情報を作成
することをあら
かじめ届出

特定の個⼈を識別
することができる記述
等を削除

公 表

・特定の個⼈を識別することができる記述等を削除
・第三者提供をする旨を公表

(ｲ)
第
三
者
提
供
を
す
る
旨
を
公
表

(ｱ) 削除した記述等や加⼯
⽅法の漏えい防⽌

(ｳ) 本⼈を識別するための以
下の⾏為を禁⽌
・作成者が削除した記述等や加⼯
⽅法の取得

・他の情報と照合

取得
事業者A

（加⼯、提供）
事業者Ｂ

（受領、提供）

(1)匿名加⼯情報

匿名加⼯
基準

(ｲ)匿名加⼯
情報であるこ
とを明⽰

(ｴ)匿名加⼯情報で
あることを明⽰

匿名加⼯情報
(ｳ) 本⼈を識別するための以

下の⾏為を禁⽌
・作成者が削除した記述等や加⼯
⽅法の取得

・他の情報と照合

事業者Ｃ
（受領）

提供

提供

(ｱ)個⼈情報保
護委員会規則
で定める基準に
従う

(ｴ)第三者提供
をする旨を公表



6
２．適切な規律の下で個⼈情報等の有⽤性を確保するための規定の整備②

(2) 利⽤⽬的の制限の緩和
個⼈情報取扱事業者は、個⼈情報を取得する際に本⼈に利⽤⽬的を変更することがある

旨を通知し、⼜は公表した場合において、次の事項を、個⼈情報保護委員会規則で定めると
ころにより、あらかじめ本⼈に通知し、⼜は本⼈が容易に知り得る状態に置くとともに、個⼈情報
保護委員会に届け出たときは、利⽤⽬的の変更をすることができることとする。

(ｱ) 変更後の利⽤⽬的
(ｲ) 変更に係る個⼈情報の項⽬
(ｳ) 本⼈の求めに応じて変更後の利⽤⽬的による取扱いを停⽌すること及び本⼈の求めを

受け付ける⽅法

この場合において、個⼈情報保護委員会は、その内容を公表しなければならないこととする。
※本⼈への通知⽅法や本⼈が容易に知りうる状態が不適切な場合には、勧告・命令。

(3) 情報の利⽤⽅法からみた規制対象の縮⼩
利⽤⽅法からみて個⼈の権利利益を害するおそれが少ないもの（市販の電話帳等）は、個

⼈情報データベース等の規制から除外する。
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個⼈情報個⼈情報

２．適切な規律の下で個⼈情報等の有⽤性を確保するための規定の整備②

本⼈

当初の
利⽤⽬的
当初の
利⽤⽬的

変更後の利⽤⽬的

個⼈情報保護委員会

公 表

＜通知、容易に知り得る状態に置く、届出事項＞
・変更後の利⽤⽬的とその対象項⽬
・変更後の利⽤⽬的による取扱いを停⽌すること及
び本⼈の求めを受け付ける⽅法

取得

事業者

届出事項
の公表届出

利⽤⽬的に変更が
ある旨を本⼈に通知、
⼜は公表

通知

公表

あらかじめ次の事項を本⼈に
通知、⼜は本⼈が容易に知り
得る状態に置くとともに個⼈
情報保護委員会へ届出

通知⼜は
本⼈が容
易に知り
得る状態

監督

(2)利⽤⽬的の制限の緩和

⽬的変更後
の利⽤を停

⽌

(3)規制対
象の縮⼩

電話帳等を
除外

利⽤⽬的
の変更

通知等
事項

拒否す
る場合

利⽤
⽬的に
変更あ
る旨

個⼈情報保護
委員会規則



8３．個⼈情報の保護を強化するための規定の整備①

(1) 要配慮個⼈情報（仮称）に関する規定の整備
本⼈に対する不当な差別⼜は偏⾒が⽣じないようにその取扱いについて特に配慮を要する

記述等（例：本⼈の⼈種、信条、社会的⾝分、病歴、犯罪被害を受けた事実及び前科・
前歴）が含まれる個⼈情報については、本⼈同意を得ない取得を原則として禁⽌するとともに、
利⽤⽬的の制限の緩和及び本⼈同意を得ない第三者提供の特例の対象から除外する。

(2) 第三者提供に係る確認及び記録の作成の義務付け
(ｱ) 個⼈情報取扱事業者は、個⼈情報データベース等の提供を受けるときは、その提供をす

る者が当該個⼈情報データベース等を取得した経緯等を確認するとともに、提供の年⽉⽇、
当該確認に係る事項等の記録を作成し、⼀定の期間保存しなければならないこととする。

(ｲ) 個⼈情報取扱事業者は、個⼈情報データベース等の第三者提供をしたときは、提供の年
⽉⽇、提供先の⽒名等の記録を作成し、⼀定の期間保存しなければならないこととする。

(3) 不正な利益を図る⽬的による個⼈情報データベース提供罪の新設
個⼈情報データベース等を取り扱う事務に従事する者⼜は従事していた者が、その業務に関

して取り扱った個⼈情報データベース等を不正な利益を図る⽬的で提供し、⼜は盗⽤する⾏為
を処罰対象にする。
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個⼈情報、
個⼈情報データベー
ス等

個⼈情報、
個⼈情報データベー
ス等

３．個⼈情報の保護を強化するための規定の整備①

本⼈

個⼈情報、
個⼈情報データベース等
個⼈情報、
個⼈情報データベース等

個⼈情報保護委員会

＜(ｱ)記録義務＞
・提供の年⽉⽇
・提供者の取得経緯等

事業者
（提供）

事業者
（受領）

⼈種 信条 社会的
⾝分

病歴

要配慮個⼈情報

要配慮
不当な差別⼜は偏⾒が⽣じ
ないようにその取扱いについ
て特に配慮を要する記述等

本⼈同意を
得ない取得
を原則禁⽌

＜(ｲ)記録義務＞
・提供の年⽉⽇
・提供先の⽒名等

要配慮個⼈情報
本⼈の同意のない第三者提
供の特例（オプトアウト規定）
から除外

従事者

第三者提供

提供等

不正な利益

(1)要配慮個⼈情報

(3)提供罪の新設

(2)第三者提供
の義務

司法⼿続
きによる
刑罰

司法
機関

犯罪
被害

前科・
前歴

利⽤⽬的制限の緩和
（オプトアウト）から除外

業務で取扱い



10３．個⼈情報の保護を強化するための規定の整備②

(4) 本⼈同意を得ない第三者提供への関与（オプトアウト規定の⾒直し）
個⼈情報取扱事業者は、本⼈同意を得ない個⼈データの第三者提供をしようとする場合に

は、次の事項を、個⼈情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ本⼈に通知し、
⼜は本⼈が容易に知り得る状態に置くとともに、個⼈情報保護委員会に届け出なければなら
ないこととする。

(ｱ) 第三者への提供を利⽤⽬的とすること
(ｲ) 第三者に提供される個⼈データの項⽬
(ｳ) 第三者への提供の⽅法
(ｴ) 本⼈の求めに応じて当該本⼈が識別される個⼈データの第三者への提供を停⽌するこ

と及び本⼈の求めを受け付ける⽅法

この場合において、個⼈情報保護委員会は、その内容を公表しなければならないこととする。
※本⼈への通知⽅法や本⼈が容易に知りうる状態が不適切な場合には、勧告・命令。



11３．個⼈情報の保護を強化するための規定の整備②

本⼈

個⼈データ個⼈データ

個⼈情報保護委員会

事業者
（提供）

公 表

届出事項
の公表

事業者
（受領）

あらかじめ次の事項を本⼈に
通知、⼜は本⼈が容易に知
り得る状態に置くとともに
個⼈情報委員会へ届出

通知、⼜は本
⼈が容易に

知り得る状態
取得

(4)本⼈同意を得ない第三者提供への関与（オプトアウト規定の⾒直し）

個⼈情報等個⼈情報等

第三者提供

第三者提供
停⽌

通知等
事項

新たに個⼈情報保
護委員会が関与

拒否す
る場合

＜通知、容易に知り得る状態に置く、届出事項＞
・第三者提供を利⽤⽬的にすることとその対象項⽬
・第三者への提供の⽅法
・求めに応じて第三者提供を停⽌すること及び本⼈の求めを受け付
ける⽅法

届
出 監督

個⼈情報保護
委員会規則

届出
事項



12３．個⼈情報の保護を強化するための規定の整備③

(5) ⼩規模事業者への対応
取り扱う個⼈情報が少量である場合の個⼈情報取扱事業者からの除外規定を削除する。

(6) 個⼈情報取扱事業者による努⼒義務への個⼈データの消去の追加
個⼈情報取扱事業者は、個⼈データを利⽤する必要がなくなったときは、遅滞なく当該個

⼈データを消去するよう努めなければならないこととする。

(7) 開⽰等請求権の明確化
(ｱ) 個⼈情報の本⼈が、個⼈情報取扱事業者に対して開⽰、訂正等及び利⽤停⽌等の

請求を⾏う権利を有することを明確化する。
(ｲ) 開⽰等の請求に係る訴えを提起する前に、個⼈情報取扱事業者に対して当該請求をし

なければならないこととする。



13３．個⼈情報の保護を強化するための規定の整備③

本⼈

個⼈データ個⼈データ

取り扱う個⼈情報によ
り識別される個⼈の数
が5,000以下の事業
者の適⽤除外を廃⽌

事業者
（提供）

⼩規模事業者

開⽰等
請求

利⽤する必要がなくなった
個⼈データは遅滞なく消去

(7)開⽰等請求権

(5)⼩規模事業者

消去

消去

裁判所

開⽰、訂正等、
利⽤停⽌等の
請求権を明確化

個⼈情報取扱事業者に対し、請求
後に司法救済を求めることが可能

訴え

(6)個⼈データの消去

個⼈情報保護委員会

新たな
監督対象



14４．個⼈情報保護委員会の新設及びその権限に関する規定の整備

(1) 個⼈情報保護委員会の主な権限
(ｱ) 個⼈情報及び匿名加⼯情報の取扱いに関する監督等の事務をつかさどる内閣府の外局た

る機関として、個⼈情報保護委員会を設置する（⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するた
めの番号の利⽤等に関する法律の監督機関である特定個⼈情報保護委員会を改組）。

(ｲ) 個⼈情報保護委員会には現⾏の主務⼤⾂の有する報告徴収、命令、認定個⼈情報保護
団体の認定等の権限に加えて、⽴⼊検査の権限等を付与する。

(ｳ) 個⼈情報保護委員会は、個⼈情報取扱事業者等に対する報告徴収及び⽴⼊検査の権
限を事業所管⼤⾂等に委任することができることとする。

(2) 個⼈情報保護指針の作成への関与
認定個⼈情報保護団体が、個⼈情報保護指針を作成する場合には、消費者の意⾒を代表

する者等の意⾒を聴くよう努め、個⼈情報保護委員会に届け出なければならないこととするとともに、
個⼈情報保護委員会は、その個⼈情報保護指針の変更等を命じることができることとする。また、
個⼈情報保護委員会は、その個⼈情報保護指針を公表しなければならないこととする。



15４．個⼈情報保護委員会の新設及びその権限に関する規定の整備

・報告徴収
・⽴⼊検査

個⼈情報保護委員会
(ｱ)内閣府の外局（特定個⼈情報保護委員会を改組）

事業者

事業所管⼤⾂

(ｳ)権限の
委任

(ｲ)
・報告徴収
・⽴⼊検査
・指導／助⾔
・勧告
・命令

認定個⼈情報保護団体

消費者意⾒を代表す
るもの等から意⾒を聴
いて作成

(1)機能権限

(2)認定個⼈情報保護団体

(ｲ)
・認定、認定取
消
・報告徴収
・命令

個⼈情報
保護指針

消費者の意⾒を
代表する者等
消費者の意⾒を
代表する者等

指針の提供

参加・保護指針の順守

公表

届出事項
の公表

個⼈情報
保護指針

個⼈情報
保護指針

個⼈情
報保護
指針の
届出



16５．個⼈情報の取扱いのグローバル化に対応するための規定の整備

(1) 国境を越えた個⼈情報の取扱いに対する適⽤範囲に関する規定の整備
本法は、国内にある者に対する物品⼜は役務の提供に関連してその者を本⼈とする個⼈情

報を取得した個⼈情報取扱事業者が、外国において当該個⼈情報を取り扱う場合についても、
個⼈情報保護委員会による命令に関する部分を除いて、適⽤することとする。

(2) 外国執⾏当局への情報提供に関する規定の整備
個⼈情報保護委員会は、本法に相当する外国の法令を執⾏する外国執⾏当局に対し、そ

の職務の遂⾏に資すると認める情報の提供を⾏うことができることとする。

(3) 個⼈データの外国にある第三者への提供の制限
個⼈情報取扱事業者が個⼈データを外国にある第三者に提供する場合は、当該提供につ

いての本⼈同意を得るか、次のいずれかの要件を満たさなければならないこととする。

(ｱ) 我が国と同等の⽔準にあると認められる個⼈情報保護の制度を有している国として個⼈情
報保護委員会が定める国にある第三者に提供すること。

(ｲ) 当該第三者が本法の規定により個⼈情報取扱事業者が講じなければならないとされている
措置に相当する措置を継続的に講じるために必要なものとして個⼈情報保護委員会規則
で定める基準に適合する体制を整備していること。
※現⾏の各企業の適切な移転⼿続きが合法であることを明確化。



17５．個⼈情報の取扱いのグローバル化に対応するための規定の整備

本⼈

個⼈データ個⼈データ

個⼈情報保護委員会

国内事業者

外国Ａ
（認定国）

海外事業者ａ

政府機関

個
⼈
情
報
保
護
法
の
適
⽤ 情

報
提
供

執
⾏

(ｱ)第三者提供

外国Ｂ
（未認定国）

認
定
国

未
認
定
国

⽇本と同等⽔準の制度があるか認定⽇本と同等⽔準の制度があるか認定

⽇本国内にある者への
物品またはサービス

海外事業者ｂ

(3)外国への
第三者提供

(ｲ)
第
三
者
提
供

取得

(１)
（２）

(2)
外国執⾏
当局への情
報提供

(1)
国境を越え
た適⽤範
囲

海外事業者ｃ

第
三
者
提
供

＜提供⽅法＞
国外の第三者に提供
する旨の同意

＜提供⽅法＞
・第三者提供の同意
・オプトアウト規定
・共同利⽤
・委託

提供先事業者が⼀定の
要件を満たす保護体制
を整備している場合
＜提供⽅法＞
・第三者提供の同意
・オプトアウト規定
・共同利⽤
・委託

取得

（1）


